
軽微な変更 フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者の状況に変化があったか？ 

区変やアセスメントの見直しが必要。 利用者や家族の都合による変更か? 

変更は一時的・臨時的なものか？ 

（目安として 1 ヶ月程度の変更） 

軽微な変更として認められる。 

継続的な変更になるので， 

軽微な変更ではない。 

利用者の状況やニーズ，目標やサ

ービス内容に変更はないか？ 

プランの見直しが必要。 

事業所都合の場合は， 

軽微な変更ではない。 

上記のフローチャートは機械的な判定基準です。個別のケースにより判断が分かれる場合もあります。 

「軽微な変更」に該当するものであれば，サービス担当者会議の開催などは必ずしも実施しなければならないものではありません。 

しかし，介護支援専門員が介護サービス事業所などへ周知したほうが良いと判断されるような場合などについては， 

サービス担当者会議を開催してください。なお，軽微な変更と判断した理由や経緯については支援経過記録を残してください。 
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